
 

 
 

齢を6歳未満、12歳未満、15歳未満、18歳未満から選

択して推計できるよう改良。また、子どもが3人以上

の多子世帯についても選択できるよう改良。 

③法律上の住宅確保要配慮者の自動算出 

住宅セーフティネット法で定めている住宅確保要

配慮者のうち、統計的に把握できる低額所得者（政

令月収15.8万円以下）、高齢者、子育て世帯、外国

人の世帯数を自動算出・表示する機能を追加。 

④地方公共団体の属性別のＰＧの作成 

地方公共団体の属性（都道府県、政令市、一般市

区、町村）によって利用可能な統計表の精度が異な

るため、地方公共団体の属性別にＰＧを作成。 

３．改良後の推計ＰＧを用いた推計結果の例 

 ある政令市を対象に推計した結果の例を示す。 

(1)著しい困窮年収世帯数の推移 

「著しい困窮年収世帯」数の推計結果例を図-2に

示す。推計条件は次の通りである。①単身世帯は本

来階層・裁量階層とも60歳以上を対象。②２人以上

の本来階層は全世帯を対象。③２人以上の裁量階層

については、夫婦世帯は60歳以上、子育て世帯は長

子年齢６歳未満を対象。「著しい困窮年収世帯」数

をみると、2030年度まで増加し以後減少に転ずるが、

2040年度までは2020年度よりも高水準で推移する。 

(2)特定ニーズを有する世帯数の推移 

居住水準や家賃負担率からみた特定ニーズを有す

る世帯数の推計結果を図-3に示す。推計条件は(1)

と同様である。図-1に示すＡ～Ｄの合計世帯数は

2025年度をピークに以後減少していくが、2035年頃

までは2020年度値とほぼ同水準で推移する。 

(3)法律上の住宅確保要配慮者の世帯数 

 図-4は2030年時点の住宅セーフティネット法で定

める住宅確保要配慮者の世帯数の推計結果を示して

いる。合計世帯数でみると約267千世帯であり、内訳

は公営住宅本来階層までの低所得世帯（下記以外）

が82千世帯、高齢単身世帯が87千世帯、子育て世帯

が68千世帯等となる。なお、全世帯を公営住宅本来

階層までに限ると、合計は205千世帯となり、高齢単

身世帯が62千世帯、子育て世帯が41千世帯等となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．おわりに 

 推計ＰＧの改良により、地方公共団体ごとの施策

対象の違い等を踏まえた詳細な推計が可能となり、

地域の実情に応じた住宅セーフティネット施策の強

化に寄与することが期待される。なお、改良後の推

計ＰＧは国総研ホームページでの公開を予定してい

る。また、ＰＧの利用マニュアルも作成・公表し、

地方公共団体での活用を支援していく。 

(注) 

1）国総研プロジェクト研究報告 No.62、第Ⅰ編・Ⅰ-7～Ⅰ-34頁 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/kpr/prn0062.htm 

2)ＰＧの改良は当初ＰＧの開発者である長谷川住宅研究部長が担

当し、推計に必要なデータの整備を内海主任研究官が担当した。 

3) 本来階層とは収入分位25％以下の世帯。裁量階層とは住宅確

保に配慮が必要として収入分位50％を上限に条例で定める世帯。 

図-2 著しい困窮年収世帯数の推計結果例 

公営住宅施策対象世帯（Ｙ） 著しい困窮年収世帯（Ｘ） 

図-3 特定ニーズを有する世帯数の推計結果例 
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図-4 法律上の住宅確保要配慮者の世帯数の 

推計結果例（2030年時点） 
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１．はじめに 

空き家の増加に伴い、「管理不全空き家」の将来

的な増加が懸念される一方、市町村や所有者の負担

の増大も見られており、適切な管理の実施や各種支

援についての情報提供・助言等、空き家の管理不全

化を予防するための対策の強化が求められる状況に

ある。本研究はこれに対応するため、①管理不全化

を予防するために最低限必要な管理水準を明らかに

するとともに、②管理不全化の予防的対策の効果の

定量的な評価手法を開発する。換言すると、空き家

が「ぼろぼろ」になるとどれだけ「損」をするのか、

きれいに管理するとどれだけ「得」をするのかを、

わかりやすく示すことがねらいである。 

 

２．研究の概要 

ある市町村における予防的対策の効果は、（ア）

予防的対策を実施しなかった場合の総コスト（管理

不全化により将来負担が増加等）と、（イ）予防的

対策を実施した場合の総コスト（予防的対策コスト、

所有者の管理コスト等）をそれぞれ計算し、差を取 

 

 

 

 

 

 

 

図 予防的対策効果の定量的評価の枠組みイメージ 

ることにより求める（図）。この計算のために、ま

ず1件の空き家のコストを計算する。このとき、空き

家について計算する項目は、市町村と所有者で異な

るほか、空き家が「ぼろぼろ」か「きれい」かによ

るちがい等、多様な項目について、計算のための基

礎的な単位（原単位）を適切に設定する必要がある。 

そこで、この原単位について、対策や管理の実施

主体や建物状態別等に項目を整理した上で、市町村

ヒアリングやアンケート調査、文献調査による収

集・整理を行った（表）。整理したデータを用いて

空き家1件についての試算を行ったところ、管理不全

化した場合の負担コストは、きれいに管理した場合

の管理コストより大きくなる可能性が示唆された。 

表 原単位データの整理イメージ 

 

 

 

 

 

３．今後の展開 

ある市町村における予防的対策の効果を定量化す

るためには、市町村、所有者それぞれの行動を適切

に表現する必要がある。このため、市町村における

空き家数、人口や地域性等も反映する形でのシナリ

オ検討を実施する。その上で、いくつかのケースス

タディを実施し、予防的対策の効果の定量化に取り

組む予定である。 
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